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�　８月２８日平日の月曜日でしたが、社会奉仕

委員会での第２６回留萌市創始者杯ゲートボー

ル大会が開催され、無事終了致しました。河

部会報委員さん、朝早くからご苦労さまでし

た。

�　８月２８日午後６時よりあんどん祭りの反省

会及び今後の取組みの意見交換会が産業会館

にて開催されました。クラブより清水社会奉

仕委員長と私が参加致して参りました。

�　１０月１４日（土）の地区大会の本会議に３３名の

登録ありがとうございます。出席委員会さん、

ご苦労様でした。

１）先週例会にて皆様にご協力戴きました海難

事故防止「青い羽根募金」１１，５８６円を海上保

安部へ届けて参りました。

２）明日３１日午後６時３０分より第３回定例理事

会、午後７時より第２回クラブ協議会が産業

会館にて開催されます。メンバーの方はお忘

れなくお願いします。

３）２５１０地区大会事務局へ参加申し込みと登録

料４５７，０００円を８月２９日送付致しました。

例会及び日時変更

・・赤平ＲＣ　９月５日例会は例会場をみらい

　　　　　　３階研修室に変更。

会報受領先

・・妹背牛ＲＣ　№１９０７号～№１９０９号
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�����　　　　　　　　　　　高田委員長

（前回のつづき）

　ロータリーは、世界のすべての問題を解決す

る責務を担うわけにはいきません。しかし、

ロータリーのリーダーとして私たちは、すべて

のクラブとロータリアンが地元地域社会のため

に全力を尽くす力を備え、また、奉仕活動を持

続していく手段を備えることができるよう、

しっかりと確認していく必要があります。そう

すれば、私たちが携わった仕事はすべて、長き

にわたって影響力を持ち続けるでしょう。

　長期的に関与するのがロータリーです。です

から、ロータリーのリーダーとして、私たちは、

数週間先、数カ月先、数年先といった将来だけ

でなく、何十年先をも考えなければならないの

です。私たちが去った後に私たちが今いる席に

就くことになるのは、今ロータリアンになった

ばかりの会員です。これらの若き職業人の多く

は、親として子育ての義務をも背負っており、

仕事と家庭の両立に奮闘している人たちです。

共稼ぎの家族が当たり前となり、多くの人々が

時間に追われる生活を送っている今日、自分の

家族もロータリーの一部として受け入れてほし

いという会員の切望を、私たちは無視するわけ

にはいきません。そこで、ロータリー家族を強

調事項として選びました。

　一流のレストランで催されるダンスを兼ねた

正式な晩餐に出かけることは、退職している

ロータリアンにとっては格好な行事かもしれま

せんが、小さな子供を抱えた会員となると、話

はまったく違ってきます。後者のロータリアン

にとってこの行事は、子供と接する時間を削り、

高額の費用に頭を悩め、さらにはベビーシッ

ターの心配までしなくてはならないものです。

そうなると、楽しみというよりは負担のほうが

大きくなるでしょう。代わりに週末にバーベ

キューやピクニックや奉仕プロジェクトを行え

ば、家族全員が参加できるばかりでなく、コス

トも抑えることができ、浮いた費用は他のニー

ズに回すことができます。それに、このような

行事を行えば、新会員もクラブに対して親近感

を抱くはずです。

（田中毅ＰＤＧ作「ロータリーの源流」より引用）

・・ロータリーふれあい農園より沢山の野菜を戴

きました　本当にありがとうございました

　七福神入居者一同、西谷（英）会員

・・麻雀大会優勝しました　 　山本会員

・・麻雀大会１位　 　越野会員

・・いつもＤＶＤいただきありがとうございます

　 　対馬幹事

・・澤田会員より写真いただきました

　　西谷（英）、平間、西田、関野会員

・・その他　 　原田、鈴木会員

　前　回　　３９４，０００円

　今　回　　 １３，０００円

　累　計　　４０７，０００円
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「道議会での活動について」

　北海道議会議員　石塚　正寛 様

　本日は、この様な席にお呼び戴きありがとう

ございます。顔見知りや諸先輩の前で大変緊張

しておりますが、議会活動について少しお話を

させていただきます。

　おかげ様で私はこの春の３月補選により道議

会議員となり、５ヶ月が経過致しました。議員

活動として道議会が年４回有りますので、土日

を覗き定例会出席が６５日、委員会が月２回で２４

日、それと勉強会・自民党議員研究会が月３回

ありますので３６日と、まだ１年経っていません

ので何とも言えませんが、約１４０日位が札幌に

て活動しております。勉強会というのは私が選

挙の時に政策や公約としていたもので、例えば

支庁・土木現業所で使うものは極力地元で買い
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ましょうという運動です。今北海道では購買は

地元買い付けが７０％くらいです。残りの３０％が

道外からの買い入れとなっております。これに

照らし合わせると留萌支庁も大体同じ位の比率

になると思います。これを少しでも多く地元で

買ってもらうようにしようと考えております。

ただこれは公取の問題もありますので、道庁の

職員と共に可能な方法を探って勉強していると

ころです。これらの事は私のＨＰやメールマガ

ジンにて皆様にお知らせを致しております。

　さて本題に入りたいと思いますが、色々とお

話をさせて頂きたいのですが、皆様にお配りし

たレジメの通り、本日は２つのことについてお

話をさせていただきます。１つは郊外大型店へ

の対応です。時代背景としては１９９８年から２０００

年に施行されたまちづくり三法（中心市街地活

性化法、大規模小売店舗立地法、改正都市計画

法）では地方都市の中心市街地の空洞化が止ま

りませんでした。そこで平成１８年中心市街地活

性化法と都市計画法の改正が行われました。そ

れは中心市街地への機能集積で、国はそれまで

商店街などの活性化が中心市街地の活性化であ

ると考えておりましたが、この失敗を反省し、

商業以外の（学校・病院など）の設置が必要と

気付きました。また１万�以上の大型店の郊外

出店を平成１９年より原則禁止いたしました。

　北海道の取組みとしては、コンパクトなまち

作りに向けた基本方針を掲げ、拡大拡散してき

たまちの開発を転換し、人・施設・機能の集約

を図る事に致しました。大型集客施設の適正立

地に関するガイドラインを作成し、ガイドライ

ンにそって１万�以上の小売商業施設は「出店

計画書」と「地域貢献計画書」の届出を義務付

けました。出店計画書は細かいのでここでは話

を省略致しますが、地域貢献計画書についてお

話すると、ガイドラインでは３０項目における地

域貢献の内容があります。例えば、商店街振興

組合や商工会議所への入会、地域イベントへの

参加、地元雇用、撤退時の対応、などがあり今

まで取り組んだ事業所との差別化も計られます。

これは地域貢献計画書を道庁に届けると、道は

ホームページにて公表し、企業は住民説明会を

開き、市や住民の意見を求めます。その後知事

の意見も加えられてそれで良ければすべて公表

されます。これは企業のイメージアップにもな

り、尚且つ企業のプレッシャーにもなります。

しかしこれらの課題もあります。１万�以下の

施設への対応であり、１万�以上の施設は約９０

施設あり、大部分は札幌周辺にあります。地方

都市の施設はあまり該当しない点です。これに

ついては市町村にて独自の面積設定ができるよ

う道が指導、支援しております。ちなみに帯広

は６千�以上の施設としております。留萌の南

町の施設は大体７千�位あります。ですからそ

のまちの規模において独自で設定する事になり

ます。

　しかしこのガイドラインに強制力がある訳で

はなく、行政指導があるわけではありません。

企業貢献は住民の眼に頼るしかないのが現状で

す。また地域貢献より１円でも安いほうが良い

と考える企業があっても仕方がないのです。将

来的には条例化するのが良いのですが、これに

はまだまだ、法的な問題も残っております。実

は福島県では条例制定を致しましたが、巨大企

業であるイオンに訴訟を検討されました。これ

は営業妨害に当るとの事からです。これらも含

めて将来的には法的に耐えうるかも含め検討中

でございます。進展がありましたら随時ホーム

ページにて皆様にお伝えしたいと思います。

　次に、いま留萌でも問題になっている医師確

保対策です。皆さんもご存じの通り、医師不足

の背景には色々な問題がございますが、平成１６

年度から始まった臨床研修制度が大きく関わっ

ていると思われます。これは新人医師は２年間
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自分の希望する病院で研修を受ける事になって

おりますが、今までは医局にのこり勉強し地方

病院等に派遣されたりしておりましたが、現在

は地方の出身医大の医局には残らず、都会の先

進医療をおこなっている慶応病院ですとか、待

遇の良い病院を希望する傾向が強くなってきて

います。平成１６年からのデータですが北大では

募集１１４名に対して入局者６９名、内北大卒業生

が３８名。札医大では募集９２名に対して入局者は

４８名、内札医大卒業生は４１名。旭医大では募集

５６名に対して入局者は１６名、内旭医大卒業生は

１５名となっております。これも年々減少傾向で

３大学での研修医数は平成１６年度２１１名、平成

１７年度１６３名、平成１８年度では１２７名と減少して

おります。その影響で留萌市立病院では平成１６

年度から婦人科、形成外科、平成１７年度には耳

鼻咽喉科、皮膚科、平成１８年度には循環器科が

固定医ではなくなりました。

　これらについて北海道では、平成１６年度に医

療対策協議会を立ち上げ、医師確保の困難な市

町村の調整として医師の派遣等の間を取り持っ

ております。北海道には１２２００人の医師がおり

その内の６１００人が札幌におります。ちなみに平

成１７年度には７件、平成１８年度に於いては１４件

の実績がございます。また北海道で医者をやっ

ても良いと考えている全国の医者に対して、ド

クターバンクへの登録と情報提供も併せて行っ

ており、平成１７年度では３１件が成立しておりま

す。現在１３０名が登録されており、公民合わせ

て３６０名の医師需要があります。しかしこれは

医者の希望が札幌近郊であったり、旭川などの

中核都市までで、なかなか地方都市や郡部市町

村では決まりづらい面がございます。例えば年

収にしても２千万円以上とか、金額的に折り合

わない事が多々あります。

　私は去年から市立病院の医師確保のための勉

強をしてきました。それは留萌市での院内開業

方式の検討でございます。兵庫県芦屋市立病院

の事例ですが、ここでは全国唯一院内開業をお

こなった病院でございます。ここは泌尿器科と

歯科の先生が居なくなり、公募によりこの院内

開業をおこないました。私も芦屋市立病院へ行

き、歯科の先生と泌尿器科の院長と懇談をして

参りました。良い点では開業時の病院建設費、

最新医療機器の設備費の低減と、今ある市立病

院のベッドの使用が可能、手術も可能という事

です。この院長は元は勤務医で、将来は開業し

たいと思っていたそうで、大変開業するリスク

が減ったと言っておりました。ただ、課題とし

ては市立病院とは別の病院と考えなければなら

ないという事で、芦屋市立病院では玄関も別に

し、壁で病院を別けたそうです。これは医療法

の関係で、医療法では病院は基本的にはそれぞ

れ管理しなければならない、と書いてあるそう

で別に玄関を別けなさいとか、壁を作りなさい

と書いてあるわけではありません。多分兵庫県

の職員が判断した事で、道庁に訊ねたら別に壁

などは作らなくても良いのではという判断でし

た。ただ感染症が起こった場合、院内なのか、

それとも市立病院からの感染なのかの責任の所

在がはっきりしない点が大変と指摘を受けまし

た。これについてはもう少し検討する余地があ

ると思います。またこの院内開業については地

元医師会や医療関係者との理解と協力が不可欠

とも言っておりました。地元医師会の全面的な

協力と支援を戴かなければいけないとも言って

おりました。これについては留萌市立病院でも

５科の固定医ではない現状で、検討する必要が

あるのではと思っております。留萌が手を上げ

るのであれば、道としても北海道第１号として

協力をするとのことでしたので、私ももっと勉

強をしてその可能性を研究したいと思います。

　最後になりますが、私が掲げた政策や公約に

ついて私も頑張りますが、皆様も私をしっかり

チェックをしていただきたいと思います。進捗

状況につきましてはホームページにて発表して

いきたいと思います。今後ともよろしくお願い

致します。本日はありがとうございました。
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